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集団的自衛権容認　今国会中閣議決定へ動き

安倍首相は５月１５日の記者会見では「今後のスケジュールについては期限ありきではない」と明言していました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐしかし、６月６日には集団的自衛権の行使容認をめぐる与党協議について「歴史の評価に耐えうる決断をできると信じている」と強調し、｢国民の生命と暮らしに責任を持つ与党として、決めるべきときに決めていくべきだ」と語っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ与党協議で自民党は５月２７日の第２回協議以降、ペースアップを公明党に要求し、先週は３日に続き６日にも開き、時間も１時間半に延ばしました。首相の意向を受けて高村座長・自民党副総裁はじめ自民党幹部からは「今国会中の閣議決定を」という声が強まってきています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ６日の与党協議では高村座長が政府に対し、集団的自衛権行使容認の閣議決定の文案を「いつでも出せるように」と指示しました。自民党は今週も複数回の協議開催を強く求めています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ又、日本維新の会の橋下共同代表、みんなの党の浅尾代表は７日のテレビ番組で、集団的自衛権行使の容認に積極的に協力する姿勢をそろって表明しています。

集団的自衛権の行使とは、日本に対する武力攻撃がなくても、他国のために武力行使ができるようにすることです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ政府はこれまで、憲法９条の下で許される自衛隊の武力行使は「外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使」だけであり、それ以外の武力行使は「いわゆる侵略戦争に限らず国際関係において武力を用いることを広く禁ずる」とし、「武力行使をしてはならない」「戦闘地域に行ってはならない」という二つの歯止めがありました。このため日本は、米国によるアフガニスタン報復戦争（２００１年）、イラク侵略戦争（２００３年）に際し自衛隊を派兵しましたが、武力行使はありませんでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「海外で戦争する国」への重大な転換を許さない世論と運動が求められています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）
６月議会に提出される議案は、１８議案と７つの報告です。　　　　　　　　　　焦点は、いよいよ始まるマイナンバー制度の導入といじめ防止対策　　　
【１８議案】専決処分の報告及び承認を求めるが４議案（平成２５年度一般会計補正と市税条例・都市計画税条例・国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定）。平成２６年度補正予算４議案（一般会計、国保特会、介護特会、後期高齢者特会）。条例の制定４議案（産業振興基金、就学支援委員会、いじめ問題専門委員会、いじめによる重大事態再調査委員会）。条例の一部改正６議案（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する、市税、建築審査会、火災予防、スポーツ推進審議会、総合運動公園ネーミングライツ選定委員会）です。
【７報告】繰越明許計算書（一般会計、水道会計、下水道会計）３件。専決処分の報告（公用車の事故）２件。医療センターの経営状況に関する書類の提出と桑名市新型インフルエンザ等対策行動計画の作成の２件です。
【請願】「新病院建設の再検討を求める請願書」
平成２６年度一般会計補正予算は、総額１７１，９７７千円です。そのうちで、マイナンバー制度によるシステム整備費は７５，３２０千円です。その他コミュニティ支援事業（石取り、防災備品、防犯灯、コミュニティセンター建設助成）　２１，３００千円、私立保育園園舎建設費（幼成保育園）１２，０９３千円、安全管理対策施設整備（益世小、照明器具落下防止）１１，４５７千円、産業振興基金（くわしん）１０，０００千円、施設維持（松ヶ島共同浴場、耐震・バリアフリー）８，３００千円、防災会議（地域防災計画、災害対策基本法の一部改正と南海トラフ特別措置法に伴う修正）７，７００千円等々です。その他に「いじめ防止対策推進法」や今年から始まる「土曜授業」関連の予算も入っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイナンバー制度（国民総背番号制）は、行政にとっては、全国民の個人情報を一元的に把握することができ、社会保障の締め付けと税・保険料の徴収強化に使えます。しかし、個人情報やプライバシーの保護、情報漏えいや犯罪が際限なく広がる危険性など多くの問題が指摘されてきました。　　　　　　　　　　　　いじめ防止対策は、単にいじめ問題専門委員会、いじめによる重大事態再調査委員会を設置するだけでなく、いじめ問題に対する市民的議論が必要です。　　　　　　　

【６月議会のスケジュール】６月１７日(火)―２０日(金) 午前１０時 本会議(代表質疑・議案質疑・一般質問）、２３日(月)―２４日(火) 午前１０時 常任委員会、６月２５日(水) 午前１０時 病院特別委員会、
７月　１日(火) 午後 １時 本会議(委員長報告、討論、採決)閉会　今議会よりインターネット生中継です。
請願は「新病院建設の再検討を求める請願書」です。

「新病院建設の再検討を求める市民の会」では、
1 　こんなに費用（１０６億円から１７５億円に）が増えて病院は返済できるのか。市民負担にならないか。（桑名市の負担は１５．８憶円と公表）
②　　東日本大震災の教訓が生かされていない。海抜０メーターで災害拠点病院の機能が果たせるのか。
③　　新病院の内容が分からない。市民に丁寧な説明を。
④　  急いで建設する必要性がわからない。現在の３病院方式で充分ではないか。
等々を訴えて６月３日現在、賛同の署名１６８７筆を添えて提出されました。
６月２５日開催の「新病院の整備等に関する特別委員会」に付託される予定で、それまでに１筆でも多くの署名をと現在も署名運動に取り組んでおられます。
２０１４年６月議会　星野公平の一般質問予定内容
１、福祉問題
①　地域包括ケアシステムについて、病院から早期に追い出し、特養へは入れないで、住民の老後は安心か。　
２、教育問題
　　①　県教育長が学力テストの学校別結果の公表を（４月３０日）について
　　②　教育委員会改悪法案について　③　土曜授業について
３、環境問題
　　①　クルクル工房について　②　
４、マイナンバー制度について
　　①　実施のメリットは　②　個人情報やプライバシーの保護、情報漏えいや犯罪が際限なく広がる危険性にどう対応するのか。
生活保護基準「引き下げは違憲」 津地裁に８月１日提訴
生活保護制度の改悪に反対する三重県の運動団体「生存権がみえる会」（会長・三宅裕一郎三重短大教授）は６月６日、県庁で記者会見し、「生活保護費引き下げは憲法違反で無効」として、桑名、四日市、津、松阪、伊勢各市の受給者計２２人（桑名からは８人）が、８月に民事訴訟を起こす準備を進めていることを明らかにしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ国は生活保護費のうち、日常の生活費に当たる「生活扶助」の引き下げの１回目を昨年８月に始め、今年４月と来年４月にかけて３段階で実施し、最大１０％を削減します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ県内で７０人を超える受給者が生活保護費減額を不服として県に審査請求しましたが却下され、過日厚労省に再審査請求をし、意見陳述もしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ会見では、弁護団の村田直樹、芦葉甫両弁護士が「生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法２５条に違反する」と指摘し、三宅会長は「訴訟を通じて制度の改悪を見直す議論につなげたい」と話しています。
低賃金労働問題　儲けているのはコンビニの本体経営者だけ
低賃金労働者の問題。特に介護労働者とコンビニでのバイトの賃金には問題があると常日頃から思っていました。そのうちの１つが朝日新聞の社説で取り上げられていましたので紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【コンビニ４０年―働く場としても改革を】６月２日（月）より　　
　日本初のコンビニエンスストアとして、セブン―イレブン１号店が東京・豊洲にオープンして４０年。いまや業界全体では５万店を超す。災害時のインフラや子どもの安全を守る防犯の拠点（本当か？）としても期待されるなど、隆々たる発展を示している。
　だが、働く場として見ると、また別の光景がある。パートやアルバイトの低賃金や雇用の不安定性、会社直営店の社員店長に対する残業代の不払い問題、そして長時間労働や休業・外出制限、低収入、「売れ残り弁当ばかりの食生活」など、店主の一部が訴える厳しい労働実態である。
　岡山県労働委員会は今年３月、コンビニの店主でつくる労働組合の団結権を認め、セブン―イレブン・ジャパンに、契約の改善を求める団体交渉に応じるよう命じた。店主には経営者や使用者としての性格は希薄で、コンビニ会社との契約に縛られ自由裁量がほとんどない「労働者」と見なすべきだと断じた。セブン側は中央労働委員会に再審査を申し立てたが、同様の救済はファミリーマートの店主でつくる労組も東京都労委に求めている。
　問題の是正には、販売期限が迫った弁当類などの値下げ販売を徹底するだけでも効果があるという。安く売れず、廃棄する費用の大半が店主側の負担になっているからだ。この値引き制限については、公正取引委員会が独禁法違反だとして２００９年にセブン―イレブンに排除命令を出した。これを受け、セブン本部は廃棄損失を一部負担し、販売期限の１時間前からの値引きを一応、認めた。だが、本部は欠品や値崩れで売上高が減るのを警戒し、販売期限を夜明け前にしたり、社員が各店を監視したりしている、と店主側は指摘する。
　アルバイト人件費が売上高の一定比率を超えると店主の収入が減る契約になっているのも、店主に長時間労働を強いる原因だ。労働基準法で「使用者」は規制の対象外だが、店主の「労働者」としての側面をきちんと認めることで健康への配慮を示していくべきだろう。
　コンビニ産業は、アジアなどでの国際展開が有望視されている。ただ韓国で２４時間営業の禁止や店舗間の距離規制が導入されるなど、過酷な労働や競争への警戒感も広がっている。国際的な評価を得るうえでも、まず日本で商品や店舗の開発に傾けている努力を、「職場としてのコンビニ」の改革にも振り向けてもらいたい。
（全くです。アメリカの真似をして創めた訳だが、韓国での規制は立派です。）
Ｎｏ．２１２　　　　２０１４年　６月　１２日
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日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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